
１ 課の運営方針

２ 担当（係）の使命（果たす役割）

３ 課の経営資源

（１） 課の体制

人 うち 人 ・ 人 千円 千円

（２） 事業規模 ※R2職員平均給与（ 千円）ベース ※予算計上額

千円 千円 （正職員人件費を除く） 事業

令和４年度 課の運営方針書

職員数 正職員
会計年度
任用職員

正職員 100,170

7,155

0

都市整備部　建築指導課

14 14 0 人件費

12,395 担当予算事業数 5歳入予算額 26,411 歳出予算額

会計年度
任用職員

（開発指導担当）　開発行為や宅地造成の許可、指導及び助言等を行います。
（建築指導担当）　建築基準法に基づく、特定行政庁として、建築主事を設置し、建築確認の審査・検査等、及び建築物の相談及び指導、許可等を行います。

【課の使命】
良質な都市基盤、住環境を確保するため、都市計画法や建築基準法に基づき、適正な審査指導等を実施するとともに、関係法令等の多様な制度改正に対応するため、専
門能力の向上研鑽に努め、分かり易く公平公正なサービスの提供を行います。

【課の目標】
①建築物等の確認審査・検査業務　・・・　建築確認の法定日数内の審査処理を全件で実施し、適正で迅速な審査処理を行います。

②建築物等の指導・建築行為の許可業務　・・・　関係法令等による各種申請手続き、許可事務を適正に実施し、定期的なパトロールを実施します。

③開発・宅地造成許可業務　・・・　開発許可ハンドブック及び周南市における開発許可等審査基準等に基づき、適正な許可を行います。

④住宅等の土砂災害対策改修の補助金交付事業　・・・土砂災害特別警戒区域内において、土砂災害への構造耐力上の安全性を有していない既存建築物に対して施工さ
　 れる改修工事への補助を実施し、住民の生命の安全確保を行います。

⑤宅地耐震化推進事業　・・・　地震等による宅地地盤災害を未然に防止・軽減し、宅地の安全性を確保するため、大規模盛土造成地の調査・検討を行います。

【行財政改革への取組み】
より効率的な事務の適正実施により、残業代などの人件費の支出削減を行います。
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４ 課の中期目標 （優先順）　第２次周南市まちづくり総合計画・後期基本計画に掲げられた基本施策を実現するための推進施策

2
７　生活基盤
２　暮らしやすい都市環境の整備
６　安心安全な住まいづくり

◆土砂災害特別警戒区域内の既存建築物の安全性を確保します。
◆民間建築物のアスベスト対策を促し、市民の健康被害を未然に防止します。
◆大規模盛土造成地の現地調査を実施します。

1

目標

７　生活基盤
２　暮らしやすい都市環境の整備
５　快適な住環境の整備

◆確認審査を適正実施し、全件法定日数内処理を実施します。
◆開発許可、宅地造成許可を適正に実施します。

実現したい成果　（最終目標）推進施策


